
補助対 象

補助額 ※3対象住宅

長期優良住宅

強化外皮基準かつ再エネを除く
一次エネルギー消費量▲20％に適合するもの

予算がなくなり次第終了となります 戸建住宅の場合

⑴対象となる住宅の延べ面積は、50㎡以上240㎡以下とする。
⑵土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域（急傾斜地崩壊危険区域
　又は地すべり防止区域と重複する区域に限る）に立地している住宅
　は原則除外とする。
⑶「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン
　（災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜
　地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域）内」で建設されたもののう
　ち、3戸以上の開発又は1戸若しくは2戸で規模1000㎡超えの開発
　によるもので、都市再生特別措置法に基づき立地を適正なものとす
　るために行われた市町村長の勧告に従わなかった旨の公表に係る
　住宅は原則除外とする。

※3　ただし、以下（ⅰ）かつ（ⅱ）に該当する区域に立地している住宅は原則半額
）る限に域区の上以m3さ高定想水浸るけおに域区定想水浸潮高は又域区定想水浸水洪（域区定想水浸は又域区戒警害災砂土）ⅱ（　域区整調化街市）ⅰ（  　　

※1　子育て世帯とは、申請時点において、子を有する世帯とする。子とは令和5年4月1日時点で18歳未満（すなわち、平成17（2005）年4月2日以降出生）とする。ただし、令和6年3月末までに
　　  工事着手する場合においては、令和4年4月1日時点で18際未満（すなわち、平成16（2004）年4月2日以降出生）の子とする。
※2　若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦である世帯とする。若者夫婦とは令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下（すなわち、昭和58（1983）年4月2日以降出生）とする。ただし、
        令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下（すなわち、昭和57年（1982）年4月2日以降出生）の世帯とする。

ZEH住宅

1.

2.
100 万円／戸

80 万円／戸

子育て世帯
若者夫婦世帯

:  18歳未満の子を有する世帯
:  夫婦のいずれかが39歳以下の世帯

※ 1

※ 2

本支援はエネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による
高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、
子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の
下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの
実現を図るものです。

本事業は予算がなくなり次第終了となります。 先着順
申請はお早めに！

※国会での補正予算成立が
　前提となります。

手続き

2024年12月31日 2025年7月31日
■交付申請期限 ■完了報告期限

令和5年度補正予算案※

2100億円！
令和4年度

こどもエコすまい
1709億円

予算UP！

リフォームの補助金もあります。詳しくはスタッフまでご相談ください。

「子育てエコホーム支援事業」
【速報】11月2日閣議決定

ご用意して、皆様のご相談をお待ちおります。
お気軽にご来場ください。

平屋、２Fリビングを含む 5邸のモデルハウスを
アトリスパーク豊田丸山では

ご来場予約はこちら

https://www.toyotahome.co.jp/s/branch/form/?fid=311&ad_cd=dr_74703

